
骨関節結核その他の結核児童療育給付要領 

 

（趣旨） 

第１ 本要領は、骨関節結核その他の結核児童療育給付規程に定める申請等に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（申請） 

第２ 規程第４条第２項に掲げる療育給付申請書は、別記第１号様式によるも

のとする。 

２ 規程第４条第２項第１号に掲げる療育給付意見書及び世帯調書は、別記第

２号様式及び別記第２号の２様式によるものとする。 

 

（給付） 

第３ 規程第５条第１項に掲げる療育券及び不承認決定通知書は、別記第３号

様式及び別記第４号様式によるものとする。 

 

（継続申請） 

第４ 規程第７条第１項に掲げる療育給付継続申請書は、別記第５号様式によ

るものとする。 

２ 規程第７条第２項に掲げる療育給付継続承認書及び不承認決定通知書は、

別記第６号様式及び別記第４号様式によるものとする。 

 

（看護および移送） 

第５ 規程第８条第１項に掲げる看護（移送）承認申請書は、別記第７号様式

によるものとする。 

２ 規程第８条第２項に掲げる看護（移送）承認書及び不承認決定通知書は、

別記第８号様式及び別記第４号様式によるものとする。 

３ 規程第８条第５項に掲げる請求書は、別記第９号様式によるものとする。 

 

（医療用補装具の交付） 

第６ 規程第９条第１項に掲げる医療用補装具交付申請書は、別記第10号様式

によるものとする。 

２ 規程第９条第２項に掲げる医療用補装具交付承認書及び不承認決定通知書

は、別記第11号様式及び別記第４号様式によるものとする。 

３ 規程第９条第４項に掲げる請求書は、別記第９号様式によるものとする。 



（療育券・承認書の紛失・き損） 

第７ 規程第10条に掲げる再交付申請書は、別記第12号様式によるものとする。 

 

（学習用品および日用品の支給） 

第８ 規程第11条第２項に掲げる学習用品および日用品交付要求書は、別記第

13号様式及び別記第13号の２様式によるものとする。 

２ 規程第11条第３項に掲げる学習用品および日用品受領書は、別記第14号様

式によるものとする。 

 

（退院届） 

第９ 規程第12条に掲げる骨関節結核その他の結核児童退院届は、別記第15号

様式によるものとする。 

 

 

 

  附則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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